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平成１９年度 小学校ハローイングリッシュ事業について 

  

１ 事業目的 

   国際文化観光都市に住む子どもたちが、奈良を訪れる外国人と交流を図

り、また世界遺産をはじめとする奈良の良さを発信していくために、国際

的に共通語となっている英語に親しみ、コミュニケーション能力を育成す

ることを目的とする。 

 

２ 事業内容 

（１）英語が堪能な外国人、外国在住・在勤経験等で英語が堪能な日本人およ

び留学生等の地域人材（英語アシスタント）の支援とともに、各小学校の

実情にあわせて、子どもたちの発達段階に応じた歌・ゲーム・クイズなど

を通して、簡単な英語を聞いたり話したりする体験的な活動を、奈良市立

全小学校において実施する。 

 

（２）英語アシスタントによる実施回数 

  ①奈良市立小学校３年生～６年生全てのクラスで、年間１０回英語アシス

タントの支援による英語活動を実施する。 

  ②奈良市教育改革推進モデル校、奈良県小学校「早期英語教育」研究モデ

ル校など英語活動に重点を置く小学校においては、１クラスあたり年間

２０回程度の英語アシスタントを派遣することができるものとする。 

 

３ 予算額 １０，０００千円   

 

４ 現状と展望 

・これまで奈良市立小学校４８校中３３校が英語活動を実施してきた。 

・コミュニケーション力の向上を図り、奈良の良さを世界に発信できる子

どもを育成する。 
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小学校ハローイングリッシュ事業 要項 

                              

（事業目的） 

第１条 この要項は、小学校英語活動を支援する地域人材等（以下「英語アシスタント」という。）

を奈良市立小学校に派遣する小学校ハローイングリッシュ事業を実施することにより、国際文化

観光都市に住む子どもたちが、奈良を訪れる外国人と交流を図り、また世界遺産をはじめとする

奈良の良さを発信していくために、英語に親しみコミュニケーション能力を育成することを目的

とする。 

（活動内容） 

第２条 英語アシスタントは、次の活動を行う。 

(１) 小学校の総合的な学習の時間において、当該小学校の教員を支援して、英語活動を行う。 

(２) 小学校の３年生から６年生までのすべての学級で、年間１０回の英語活動を支援する。 

（英語アシスタントの条件） 

第３条 英語アシスタントは、英語教育活動にふさわしい資質、熱意並びに専門的知識及び技能を

有する地域人材とする。 

（英語アシスタントの選定） 

第4条 英語アシスタントの選定及び依頼は各小学校長が行い、奈良市教育委員会（以下「教育委

員会」という。）に報告する。 

２ 英語アシスタントとして活動しようとする者は、小学校ハローイングリッシュ英語アシスタン

ト志願調書（様式１）を学校長に提出しなければならない。 

３ 学校長は、年間活動計画書（様式２）を年度当初に、教育委員会に提出しなければならない。 

（活動期間等） 

第５条 英語アシスタントの活動期間は、その年の５月１日から翌年の２月末日までとする。 

（報償費） 

第６条 報償費の額は、１単位時間（１授業）の完了につき２，０００円とする。 

２ 報償費は、月の初日からその月の末日までの活動回数の実績により、翌月の２２日に支給する

ものとする。 

３ 英語アシスタントには、前２項に定めるもののほか、いかなる報償費・報酬等も支給しない。 

４ 学校長は、各月の小学校ハローイングリッシュ実施報告書（様式３）を、翌月の５日までに教

育委員会に提出しなければならない。 

（服務） 

第７条 英語アシスタントは、小学校での教育活動であることを十分理解し、業務を遂行するにあ

たっては、関係法令を遵守し、教育委員会、校長及び職員の指示に従わなければならない。 

２ 英語アシスタントは、活動期間中は、支援活動に専念しなければならない。 

３ 英語アシスタントは、活動期間中に奈良市の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をし

てはならない。 

４ 英語アシスタントは、活動期間中に、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。活動期間終

了後も同様とする。 

（その他） 

第８条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、その都度教育長が定める。 

  附 則 

この要項は、平成１９年４月１日から施行する。 



 ４

 
 

 

 

○ 英語アシスタントとは、地域に住んでおられる英語が堪能な

外国人、外国在住経験のある日本人、留学生などをいう。 

 

○ 英語アシスタントには報償費として、１単位時間（１授業）

の完了を持って、２，０００円を支給する。 

※ 世界に飛び立つ国際人育成と国際文化観光都市奈良の発展を目指し、英語活動を充実させる。

※ これまでの奈良市における小学校英語活動研究開発校および推進モデル校等の実践を生かし、

奈良市立小学校英語活動の基本的な方針や教材内容等の最低条件を整備する。 

※ 事業予算額 １，０００万円 

平成１９年度  

小学校ハローイングリッシュ事業 

○ 市立小学校３年生から６年生のすべての学級で、年間１０回

（英語活動重点校には、年間２０回程度）、英語学習のアシス

タントの支援をうけ, 学級担任が中心となり楽しく英語活

動を実施する。 

 

○ 英語活動としては、歌、ゲーム、あいさつなど簡単な英語を

聞いたり話したりする体験的な活動を行う。 

事業目的 

事業計画 

事業内容 

○ 平成１９年４月 事業説明 各小学校で計画 

５月 事業実施予定 

 

○ 実施期間：平成１９年５月１日～平成２０年２月２９日 

英 語 

アシスタント 

○ 国際文化観光都市に住む子どもたちが、奈良を訪れる外国人

との交流を図り、世界遺産をはじめとする奈良の良さを発信

していくために、英語に親しみ、コミュニケーション能力を

育成する。 



世界に飛び立つ国際人の育成
国際文化観光都市の発展

小学校英語活動開発校
推進モデル校等の実践や成果の活用

小学校英語活動の基本的な方針
教材・内容等の整備

教職員への英語活動の研修

平成１９年度　奈良市

小学校ハローイングリッシュ事業

最低必要な条件の整備 これまでの成果の有効活用 世界にはばたく人材の育成

学　級　担　任 英語アシスタント

英語に堪能な地域人材
各クラスに年間１０時間


